
日　時 平成２９年２月８日（水）

午後４時３０分～

会　場 中央公民館

　１．開　　会

　２．教育長あいさつ

　３．報告事項

(１) 平成２８年度及び平成２９年度保健体育費の主要事業について

(２) 平成２７年度体育施設の利用状況について

(３) ２０１９レーザーヨット世界選手権大会について

(４) その他

　４．意見交換

　５．閉　　会

平成２８年度境港市スポーツ推進審議会



(１)保健体育費の主要事業について

◆平成28年度　保健体育費総括表 （単位：千円）
平成28年度 平成27年度

予算額 予算額
(A)-(B)

(B)

644,909 164,380 480,529 292.3%

保健体育総務費 5,621 5,663 ▲ 42 ▲ 0.7%
市民総スポーツ運動推進

①市民総スポーツ運動事業 169 79 90 113.9%

②地区体育・スポ－ツ振興事業補助金 853 853 0 0.0%

社会体育事業
③生涯スポーツ振興費 769 666 103 15.5%

④県スポーツ推進委員協議会負担金 43 43 0 0.0%

⑤県民スポレク祭参加補助金 155 170 ▲ 15 ▲ 8.8%
⑥市体育協会育成補助金 1,109 1,109 0 0.0%

⑦「特別巡回ラジオ体操」開催事業 101 0 101 皆増
駅伝開催支援

⑧鬼太郎カップ境港駅伝開催補助金 650 650 0 0.0%

⑨日韓ロ駅伝交流事業 1,699 2,020 ▲ 321 ▲ 15.9%
⑩高校駅伝支援事業 73 73 0 0.0%

体育施設費 639,288 158,717 480,571 302.8%

体育施設運営
⑪体育施設管理費 47,920 39,648 8,272 20.9%

施設改修
⑫市民体育館耐震改修等事業 549,595 24,063 525,532 2184.0%

⑬市民温水プール改修事業 0 69,887 ▲ 69,887 皆減
⑭市民温水プール天井等改修事業 19,385 357 19,028 5330.0%

⑮市民艇庫下水道接続事業 0 7,128 ▲ 7,128 皆減
⑯スポーツ広場芝生化事業 16,578 17,634 ▲ 1,056 ▲ 6.0%
⑰渡体育館改修事業 2,436 0 2,436 皆増
⑱弓道場改修事業 3,374 0 3,374 皆増

◇保健体育費の推移

(平成28年度予算額は2月7日現在の金額）

保　健　体　育　費

(A)-(B)(B)(A)

増減額 増減率
区　　分

H24 H25 H26 H27 H28

体育施設費 43,102 39,269 372,246 158,717 639,288

保健体育総務費 6,330 5,859 5,674 5,663 5,621
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◆平成28年度実施事業（保健体育総務費） （単位：千円）

【事業概要】

　○誰もが気軽にスポーツに親しめる環境づくりを推進するため、体力テストを

　　 開催する。 指定管理者と連携して体育施設の無料開放なども実施する。

■体力テスト

10月12日（月・祝） 10月10日（月・祝）

25人 35人

新体力テスト実施要 従来通り実施

領に定める各種目

【事業概要】

　○各地区で行われる市民運動会などの地域のスポーツ活動を補助する。

【事業実績】

■参加者

市民運動会

各種大会等

【事業概要】

　○生涯スポーツの推進・普及を図る。

■スポーツ推進審議会…スポーツの推進に関する重要事項を調査・審議

9人

■スポーツ推進委員…スポーツの推進のための事業実施に係る連絡調整、指導及び助言

21人

ニュースポーツ研修会、体力テスト、駅伝大会支援等

【事業概要】

　○鳥取県スポーツ推進委員協議会会費（1,500円×21人分）

 全国スポーツ推進委員連合会費（500円×21人分）

769

11,383人

5,519人

769③生涯スポーツ振興費

事業名

委 員 数

活動内容

事業名

④県スポーツ推進委員協議会負担金

財源内訳

43

H25

11,772人

→

→

事業名 事業費

委 員 数

7,033人

一般財源

169

財源内訳

169

財源内訳

事業費

H26

②地区体育・スポ－ツ振興事業補助金 853

内　　容

一般財源

853

一般財源
事業費

財源内訳

→

事業名等

H27 H28

H27

11,576人

5,076人

参加者

期　　日

①市民総スポーツ運動事業

43

事業費
一般財源

2



【事業概要】

　○県民スポレク祭に参加する小学生の旅費を助成する。

【事業実績】

■参加者

メイン会場

夏季大会

秋季大会

【事業概要】

　○市民総合体育大会やスポーツ教室の開催経費を補助する。

【事業実績】

■参加者

市総体

スポーツ教室

【事業概要】

　○市制60周年を記念し、「特別巡回ラジオ体操」を開催する。

⇒4月17日（日）に予定していたが、暴風のため中止

【事業概要】

　○駅伝大会の開催経費を助成する。

【事業実績】

■参加者

期日

参加チーム

交通整理

事業名 事業費
財源内訳

100人

⑦「特別巡回ラジオ体操」開催事業 101 101

一般財源

一般財源

H27

東部

57人

139人

H27

事業名 事業費
財源内訳

77チーム

650⑧鬼太郎カップ境港駅伝開催補助金

H27

10月18日（日）

650

22団体 22団体

バレー・陸上 ボート・バドミントン

22団体

テニス・バレー

⑥市体育協会育成補助金 1,109 1,109

H25 H26

140人 140人

事業名 事業費
財源内訳

一般財源

H25 H26

⑤県民スポレク祭参加補助金 155

事業名 事業費

155

一般財源

財源内訳

西部 西部

51人 51人

H26

10月19日（日）

H28

10月16日（日）

72チーム

108人92人

78チーム
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【事業概要】

　○鬼太郎カップ駅伝に韓国（東海市）とロシア（ウラジオストク市）の駅伝選手を招へいする。

【事業実績】

【事業概要】

　○県高校駅伝大会の実施に際し、仮設トイレ借上料の一部を負担する。

【事業実績】

◆平成29年度実施事業（保健体育総務費）　※新規事業のみ掲載（予算要求段階） （単位：千円）

中国高校駅伝競走大会の実施に際し、仮設トイレ借上料の一部を負担する。

【事業概要】

日中友好都市交流中学生卓球大会に中学生を派遣する。

会　期 8月4日（金）～6日（日）

会　場 オリンピックセンター体育館（中国・北京市）

参加チーム 日中両国で友好関係にある都市の中学生（各2名）による混成チーム

※境港市は琿春市との合同チームで参加予定

一般財源

期　　日

参加チーム

中国高校駅伝競走大会支援事業 118 118

事業名等 事業費
財源内訳

一般財源

10月30日（日）

日中友好都市交流中学生卓球大会 1,206 1,206

男子18・女子9 男子16・女子10

事業名等 事業費
財源内訳

交通整理 86人 82人

11月2日（日） 11月1日（日）

73

H28

一般財源

9人

一般財源

ロシア・ウラジオストク市
（引率1・選手7）

10人

⑩高校駅伝支援事業 73

事業名 事業費
財源内訳

韓国・東海市

チーム

（不参加） （不参加）

⑨日韓ロ駅伝交流事業 1,699 1,699

（引率3・選手7）

事業名 事業費
財源内訳

H26 H27

8人

（引率2・選手7） （引率2・選手7）

男子18・女子11

76人

H26 H27 H28

9人
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◆平成28年度実施事業（体育施設費） （単位：千円）

【事業概要】

　○体育施設の管理・運営

市民体育館（第1・第2） 市体育協会

中央テニスコート

竜ケ山（球場・陸上競技場）

スポーツ広場

市民温水プール 境港ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

渡体育館・幸神体育館

・市民艇庫

【事業概要】

　○市民体育館の耐震補強及び老朽箇所（床・照明・玄関等）の改修

【事業概要】

　○プール室天井の清掃・剥落防止用ネット設置、内壁の塗装、窓ガラス交換等

H27年度 改修工法検討

H28年度 設計・工事

⑯スポーツ広場芝生化事業

【事業概要】

　○スポーツ広場北半面（内野を除く）の芝生化にかかるスプリンクラー設置工事

H27年度 南半面芝生化

H28年度 北半面スプリンクラー設置工事

H29年度 北半面芝苗定植

【事業概要】

　○渡体育館の老朽箇所（天井・床・建具等）改修にかかる設計

H28年度 設計

H29年度 工事（9～11月頃を予定）

197,240 342,700 9,655

事業費
国庫支出金

事業名等 事業費
財源内訳

使用料 一般財源

⑭市民温水プール天井等改修事業 19,385 19,385

16,578 11,100 1,333

3,374 1,261 2,113

事業名 事業費
国庫支出金 一般財源

財源内訳

⑰渡体育館改修事業

243 46,861

財源内訳

一般財源市債

諸収入

財源内訳

47,920 816

事業名 事業費
一般財源

⑪体育施設管理費

⑫市民体育館耐震改修等事業 549,595

事業名

4,145

事業名 事業費
財源内訳

市債 助成金 一般財源

17,069 17,070

- 1,570 1,396

計 44,388 42,701

H27 H28

管理費
施設名 指定管理者

25,749 24,235
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【事業概要】

　○弓道場の防矢板・塀改修

◆平成29年度実施事業（体育施設費）　※新規事業のみ掲載（予算要求段階） （単位：千円）

【事業概要】

　○駅伝マラソンコースの公認更新

【事業概要】

　○非構造部材（照明器具・バスケットボールコート・窓ガラス）の耐震調査

【事業概要】

　○芝刈り機（及び附属器具）の収納庫設置

【事業概要】

　○市民体育館（第2市民体育館を含む）の給水管のうち老朽箇所の改修

【事業概要】

　○濾過器の改修（更新）に伴う設計

事業名 事業費
財源内訳

国庫支出金 一般財源

駅伝マラソンコース公認更新事業 242 242

事業名 事業費
財源内訳

国庫支出金

市民温水プール濾過器改修事業 1,085 1,085

市民体育館給水管改修事業 310 310

一般財源

事業名 事業費
財源内訳

国庫支出金 一般財源

市民スポーツ広場収納庫設置事業 1,713 1,713

第２市民体育館非構造部材調査事業 573 190 383

事業名 事業費
財源内訳

国庫支出金 一般財源

事業名 事業費
財源内訳

国庫支出金 一般財源

⑱弓道場改修事業 3,374 3,374

事業名 事業費
財源内訳

国庫支出金 一般財源
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(２)体育施設の利用状況について

◆利用実績の推移 （単位：人）

施設名 H23 H24 H25 H26 H27
増減率
(H26→27)

市民体育館 58,315 68,395 56,903 61,394 740 ▲ 98.8%

第２市民体育館 24,426 27,735 29,899 31,002 36,395 17.4%

市民温水プール 53,380 50,617 49,741 53,324 49,833 ▲ 6.5%

竜ヶ山球場 7,972 9,933 9,278 8,193 10,170 24.1%

竜ヶ山陸上競技場 5,233 5,525 8,203 7,154 3,430 ▲ 52.1%

市民スポーツ広場 19,774 22,425 17,113 17,604 15,219 ▲ 13.5%

中央テニスコート 12,134 12,169 13,210 12,676 20,890 64.8%

幸神体育館 13,227 13,241 12,147 7,155 14,217 98.7%

渡体育館 10,160 11,511 10,964 11,863 14,988 26.3%

※H27年度の市民体育館利用者数にはターゲットバードゴルフ利用者数のみ記載
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〔参考〕

　（設置）

第１条　スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第３１条の規定に基づき、境港市スポーツ

　推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。

　（組織）

第２条　審議会は、１０人以内の委員で組織する。

２　委員は、非常勤とする。

　（会長）

第３条　審議会に会長及び副会長を置く。

２　会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

３　会長は、審議会を代表し、会務を掌理する。

４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

　（任期）

第４条　審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

　する。

２　審議会の委員は、再任されることができる。

　（会議）

第５条　審議会の会議は、会長が召集し、かつ、これを主宰する。

２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３　審議会の議事は、委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

　決するところによる。

　（調査委員）

第６条　特別の事項を調査するために必要があるときは、調査委員を置くことができる。

２　調査委員は、特別の事項に関する調査を終了したときは、解任するものとする。

　（庶務）

第７条　審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

　（委任）

第８条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

　　　附　則

　この条例は、昭和４９年４月１日から施行する。

１　この条例は、公布の日から施行する。

〔根拠法令〕

○スポーツ基本法

　第３１条

　　都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を

　調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関（以下「スポ

　ーツ推進審議会等」という。）を置くことができる。

　（経過措置）
　２　この条例の施行の際現に第１条の改正規定による改正前の境港市スポーツ振興審議会
　　条例の規定により委嘱されている境港市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任
　　期が終了するまでの間、改正後の境港市スポーツ推進審議会条例の規定により委嘱され
　　ている境港市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

境港市スポーツ推進審議会条例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和４９年３月２０日条例第１１号）

附　則
　（施行期日）
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区分 役職 氏　　　名 備　　　　　考

会長 竹内　栄 外江スポーツ少年団長

副会長 角　和子 学識経験者

委員 足立　勝也 境港市ことぶきクラブ連合会理事

委員 善波　周 境港市体育協会副会長

委員 増岡　茂 境港市スポーツ推進委員協議会会長

委員 岩田　愼介 学識経験者

委員 　高木　敏行 　境港市体育協会会長

委員 岡崎　茂 境港市中学校体育連盟会長

委員 築谷　直人 境港市小学校体育連盟会長

境 港 市 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 名 簿

任　期　：　平成２７年５月１日～平成２９年４月３０日

関
係
行
政
機
関

学
　
　
識
　
　
経
　
　
験
　
　
者
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